
(57)【要約】
【課題】  木造軸組構造の建物の柱と横架材と筋交との
３者を効率的に強固に締結することができる建築用締結
金物を提供する。
【解決手段】  柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃとの集合部全面に
接合し得る大きさに形成され、かつ、釘打ち用の多数の
下孔２Ａが集合部全面に対応して分散配置された接合板
１Ｂは、柱Ａや土台Ｂの割裂を招くことなく、柱Ａと土
台Ｂと筋交Ｃとを一体化して強固に接合する。また、接
合板１Ｂの縁部から略直角に屈曲して土台Ｂの上面に当
接可能な当接片１Ｃは、地震や台風などによって発生す
る柱Ａおよび筋交Ｃの引抜力を土台Ｂの下面に圧縮荷重
として伝達する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  木造軸組構造の建物の柱と横架材と筋交
との３者を接合具により相互に締結する金物であって、
前記柱と横架材と筋交との集合部全面に接合し得る大き
さに形成され、かつ、接合具用の多数の下孔が前記集合
部全面に対応して分散配置された接合板と、この接合板
の縁部から略直角に屈曲して横架材の上面または下面に
当接可能な当接片とを有することを特徴とする建築用締
結金物。
【請求項２】  前記接合板には、その外面側から柱と横
架材に亘って面材を釘打ち可能とする長孔が形成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の建築用締結金
物。
【請求項３】  前記当接片には、横架材としての土台と
基礎との間に空隙を形成するスペーサ突起が形成されて
いることを特徴とする請求項１または２に記載の建築用
締結金物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、木造軸組構造の建
物の耐震構造として、柱と横架材と筋交との３者を締結
する建築用締結金物に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】木造軸組構造の建物の耐震構造として、
図１５、図１６に示すように、柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃと
の集合部、および、柱Ａと胴差Ｄと筋交Ｃとの集合部を
締結金物で相互に締結した筋交耐力壁の構造が知られて
いる。
【０００３】図１５に示す筋交耐力壁において、柱Ａと
土台Ｂと筋交Ｃとの集合部には、これらを釘打ちにより
相互に締結する筋交プレートＥと、柱Ａと土台Ｂとを釘
打ちにより締結する山形プレートＦとが併用されてい
る。同様に、柱Ａと胴差Ｄと筋交Ｃとの集合部には、こ
れらを相互に締結する前記筋交プレートＥと、柱Ａと胴
差Ｄとを締結するかね折り金物Ｇとが併用されている。
【０００４】また、図１６に示す筋交耐力壁において
は、筋交Ｃを柱Ａおよび土台Ｂに釘またはネジ等の接合
具により相互に締結する１つの箱形金物Ｈが使用されて
いる。この箱形金物Ｈは、柱Ａの側面および土台Ｂの上
面に接合される２つの接合片Ｈ１，Ｈ２が筋交Ｃの正面
に接合される本体部分Ｈ３の縁部に略直角に折曲げ形成
された金物であり、柱Ａと胴差（図示省略）と筋交Ｃと
を相互に締結する場合にも使用される。
【０００５】一方、木造軸組構造の建物の床下換気構造
として、図１７に示すように、コンクリート基礎Ｉと土
台Ｂとの間にスペーサＪを介設した猫土台構造が知られ
ている。前記スペーサＪは、脚部を有する板状に形成さ
れており、コンクリート基礎Ｉの長手方向に所定間隔で
配置されることにより、コンクリート基礎Ｉと土台Ｂと
の間に１５ｍｍ程度の隙間を形成する。

【０００６】
【発明が解決しようとする課題】ところで、図１５に示
した筋交プレートＥは、例えば、筋交Ｃを中心に柱Ａの
側部と土台Ｂの上部に亘って接合される比較的小さいプ
レートであって、柱Ａおよび土台Ｂに対する釘打ちの縁
距離が短い。このため、筋交プレートＥを使用した接合
構造においては、柱Ａや土台Ｂの割裂を招く虞があり、
接合強度も低いという問題がある。また、山形プレート
Ｆやかね折り金物Ｇと併用する必要があり、締結作業が
煩雑となる不都合がある。
【０００７】また、図１５に示した筋交耐力壁におい
て、その外面側から柱Ａと土台Ｂおよび胴差Ｄに亘って
面材を釘打ちする際には、図１８に示すように、面材Ｋ
のコーナ部分を切欠き、その付近に釘を増し打ちする必
要がある。従って、面材の釘打ち作業に手間が掛かると
いう問題がある。
【０００８】一方、図１６に示した箱形金物Ｈにおいて
は、本体部分Ｈ３を筋交Ｃに接合する接合具の方向と、
接合片Ｈ１を柱Ａに接合する接合具の方向と、接合片Ｈ
２を土台Ｂに接合する接合具の方向とが相互に直交して
いる。このため、地震や台風などによって壁体が傾斜
し、柱Ａおよび筋交Ｃに引抜力が加わった場合には、接
合片Ｈ１を柱Ａに接合する接合具、および、接合片Ｈ２
を土台Ｂに接合する接合具に引抜き力が加わる。接合具
の引抜抵抗力は剪断抵抗力よりも低いため、このような
箱形の金物に一定の外力が加わると接合具が緩み、柱Ａ
および筋交Ｃが当初の初期位置に戻った際にも、柱Ａと
横架材との間に隙間ができ、エネルギー吸収性が低くな
って脆性的な破壊形態となりやすい。
【０００９】また、図１５に示した筋交プレートＥや図
１６に示した箱形金物Ｈは、単に筋交Ｃを柱Ａおよび土
台Ｂに接合する機能しか備えていないので、床下換気を
図るためには、図１７に示したスペーサＪが別途に必要
となる。
【００１０】そこで、本発明は、木造軸組構造の建物の
柱と横架材と筋交との３者を効率的に強固に締結するこ
とができる建築用締結金物を提供することを第１の目的
とする。また、面材を柱と横架材に亘って容易に釘打ち
可能とする建築用締結金物を提供することを第２の目的
とする。さらに、別途のスペーサを使用することなく、
床下換気構造が得られる建築用締結金物を提供すること
を第３の目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】第１の目的を達成するた
め、第１の発明においては、木造軸組構造の建物の柱と
横架材と筋交との３者を接合具により相互に締結する金
物であって、前記柱と横架材と筋交との集合部全面に接
合し得る大きさに形成され、かつ、接合具用の多数の下
孔が前記集合部全面に対応して分散配置された接合板
と、この接合板の縁部から略直角に屈曲して横架材の上
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面または下面に当接可能な当接片とを有する構造の建築
用締結金物を構成した。
【００１２】第１の発明によれば、当接片を横架材の上
面または下面に当接させ、接合板を柱と横架材と筋交と
の集合部全面に添わせて多数の下孔に釘打ち等すること
により、接合片は、柱や土台の割裂を招くことなく、柱
と横架材と筋交とを一体化して強固に接合する。また、
当接片は、地震や台風などによって発生する柱および筋
交の引抜力を横架材の上面または下面に圧縮荷重として
伝達する。
【００１３】また、第２の目的を達成するため、第２の
発明においては、前記接合板に、その外面側から柱と横
架材に亘って面材を釘打ち可能とする長孔が形成された
構造の建築用締結金物を構成した。
【００１４】第２の発明によれば、接合板に形成された
長孔の位置に釘打ちすることにより、面材は、釘を増し
打ちすることなく柱と横架材に亘って一定間隔で容易に
釘打ちされる。
【００１５】さらに、第３の目的を達成するため、第３
の発明においては、前記当接片に、横架材としての土台
と基礎との間に空隙を形成するスペーサ突起が形成され
た構造の建築用締結金物を構成した。
【００１６】第３の発明によれば、当接片を土台と基礎
との間に設置することにより、当接片に形成されたスペ
ーサ突起が土台と基礎との間に空隙を形成する。
【００１７】
【発明の実施の形態】次に、図面を参照して本発明に係
る建築用締結金物の実施形態を説明する。
【００１８】図１は第１実施形態の建築用締結金物の展
開図、図２は第１実施形態の建築用締結金物の使用状態
を示す正面図である。この第１実施形態の建築用締結金
物は、図１に符号１で示すように、釘や木ネジといった
接合具用の多数の下孔１Ａが形成された接合板１Ｂと、
この接合板１Ｂの下縁部から略直角に屈曲する当接片１
Ｃとを有している。この建築用締結金物１は、図２に示
すように、柱Ａと横架材としての土台Ｂと筋交Ｃとの３
者を相互に締結する金物であって、例えば、厚さ１．６
ｍｍの鋼板（ＳＧＨＣ）または厚さ０．８ｍｍのステン
レス鋼板（ＳＵＳ３０４）で構成されている。
【００１９】前記接合板１Ｂは、柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃ
との集合部全面に接合し得る大きさに形成されている。
すなわち、左辺が柱Ａの左側縁に沿い、下辺が土台Ｂの
下縁に沿う縦３３０ｍｍ、横２５０ｍｍ程度の長方形の
右辺下方を筋交Ｃの傾斜にほぼ沿って切り欠かいた形状
に形成されている。
【００２０】前記多数の下孔１Ａは、孔径が６ｍｍであ
って、柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃとの集合部全面に釘打ち等
が可能なように、接合板１Ｂ上に分散配置されている。
また、前記当接片１Ｃは、接合板１Ｂの下縁部からの突
出長が３０ｍｍ程度であって、両端が斜めに切り欠かれ

ている。
【００２１】また、前記接合板１Ｂには、その外面側か
ら柱Ａと土台Ｂに亘って面材（図示省略）を釘打ち可能
とする縦長孔１Ｄおよび横長孔１Ｅが形成されている。
縦長孔１Ｄは、孔幅が２０ｍｍ、孔長が５０ｍｍであっ
て、柱Ａの例えば右側部に対面して配置されている。ま
た、横長孔１Ｅは、孔幅が２０ｍｍ、孔長が５０ｍｍで
あって、土台Ｂの上側部に対面して配置されている。そ
して、縦長孔１Ｄの中心と横長孔１Ｅの中心との垂直距
離は、面材の釘打ち間隔の基準寸法である１５０ｍｍに
設定されている。
【００２２】以上のように構成された第１実施形態の建
築用締結金物１を使用する場合、コンクリート基礎Ｉの
上面に当接片１Ｃを設置し、これをコンクリート基礎Ｉ
と土台Ｂとの間に挟持させる。そして、接合板１Ｂを柱
Ａと土台Ｂと筋交Ｃとの集合部全面に添わせ、多数の下
孔１Ａに釘打ちまたは木ネジをねじ込む。
【００２３】このような建築用締結金物１の施工状態に
おいて、接合板１Ｂは、下孔１Ａが分散配置されている
ため柱Ａや土台Ｂの割裂を招くことなく、柱Ａと土台Ｂ
と筋交Ｃとを強固に接合する。また、当接片１Ｃは、地
震や台風などによって発生する柱Ａおよび筋交Ｃの引抜
力を土台Ｂの下面およびコンクリート基礎Ｉの上面に圧
縮荷重として伝達する。従って、第１実施形態の建築用
締結金物１によれば、柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃとの３者を
靱性のある強度特性をもって強固に締結することができ
る。また、この建築用締結金物１は、他の締結金物を併
用する必要がないため、柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃとの３者
を効率的に締結することができる。
【００２４】また、建築用締結金物１の外面側から柱Ａ
と土台Ｂおよび胴差（図示省略）に亘って面材（図示省
略）を釘打ちする場合、接合板１Ｂに形成された縦長孔
１Ｄおよび横長孔１Ｅの位置に釘打ちすることにより、
釘を増し打ちすることなく、面材（図示省略）を柱Ａと
土台Ｂに亘って一定間隔で容易に釘打ちすることができ
る。この場合、厚さ０．８ｍｍのステンレス鋼板製の建
築用締結金物１を使用することにより、面材（図示省
略）と柱Ａおよび土台Ｂとの隙間を小さくすることがで
き、外装材を貼った際にその凹凸を少なくすることが出
来る。
【００２５】図３は第２実施形態の建築用締結金物の展
開図、図４は第２実施形態の建築用締結金物の使用状態
を示す正面図である。この第２実施形態の建築用締結金
物は、図３に符号２で示すように、釘打ち用の多数の下
孔２Ａが形成された接合板２Ｂと、この接合板２Ｂの下
縁部から略直角に屈曲する当接片２Ｃとを有している。
この建築用締結金物２は、図４に示すように、柱Ａと土
台Ｂと左右の筋交Ｃ，Ｃとを相互に締結する金物であっ
て、前述と同様の鋼板またはステンレス鋼板で構成され
ている。

(3)                   特開２０００－２０４６５６
3 4

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50



【００２６】前記接合板２Ｂは、柱Ａと土台Ｂと筋交
Ｃ，Ｃとの集合部全面に接合し得る大きさ、すなわち、
下辺が土台Ｂの下縁に沿う縦３３０ｍｍ、横４００ｍｍ
程度の長方形の左右両辺下方を筋交Ｃ，Ｃの傾斜にほぼ
沿って切り欠かいた形状に形成されている。
【００２７】また、前記接合板２Ｂには、その外面側か
ら柱Ａと土台Ｂに亘って面材（図示省略）を釘打ち可能
とする縦長孔２Ｄ，２Ｄおよび横長孔２Ｅが形成されて
いる。縦長孔２Ｄ，２Ｄは、孔幅が２０ｍｍ、孔長が５
０ｍｍであって、柱Ａの左右両側部に対面して配置され
ている。また、横長孔２Ｅは、孔幅が２０ｍｍ、孔長が
１００ｍｍであって、土台Ｂの上側部に対面して配置さ
れている。そして、縦長孔２Ｄ，２Ｄの中心と横長孔２
Ｅの中心との垂直距離は、面材の釘打ち間隔の基準寸法
である１５０ｍｍに設定されている。
【００２８】なお、多数の下孔２Ａは、柱Ａと土台Ｂと
筋交Ｃ，Ｃとの集合部全面に釘打ち可能なように、接合
板２Ｂ上に分散配置されている。また、前記当接片２Ｃ
は、接合板２Ｂの下縁部からの突出長が３０ｍｍ程度で
あって、両端が斜めに切り欠かれている。
【００２９】以上のように構成された第２実施形態の建
築用締結金物２は、前述した第１実施形態の建築用締結
金物１と同様の手順で施工される。そして、この施工状
態において、第２実施形態の建築用締結金物２は、第１
実施形態の建築用締結金物１と同様に、柱Ａと土台Ｂと
筋交Ｃ，Ｃとを靱性のある強度特性をもって強固に、か
つ、効率的に締結する。また、建築用締結金物２の外面
側から面材（図示省略）を柱Ａと土台Ｂに亘って容易に
釘打ち可能とする。
【００３０】図５は第１実施形態の建築用締結金物の他
の使用状態を示す正面図である。この図５は、図１に示
した第１実施形態の建築用締結金物１を柱Ａと胴差Ｄと
筋交Ｃとの集合部に適用した施工状態を示しており、当
接片１Ｃは、胴差Ｄの上面に当接している。このような
施工状態において、建築用締結金物１は、柱Ａと胴差Ｄ
と筋交Ｃとを靱性のある強度特性をもって強固に、か
つ、効率的に締結することができる。また、建築用締結
金物１の外面側から面材（図示省略）を柱Ａと胴差Ｄに
亘って容易に釘打ち可能とする。
【００３１】図６は第２実施形態の建築用締結金物の他
の使用状態を示す正面図である。この図６は、図３に示
した第２実施形態の建築用締結金物２を柱Ａと胴差Ｄと
筋交Ｃ，Ｃとの集合部に適用した施工状態を示してお
り、当接片２Ｃは、胴差Ｄの上面に当接している。この
ような施工状態において、建築用締結金物２は、柱Ａと
胴差Ｄと筋交Ｃ，Ｃとを靱性のある強度特性をもって強
固に、かつ、効率的に締結することができる。また、建
築用締結金物２の外面側から面材（図示省略）を柱Ａと
胴差Ｄに亘って容易に釘打ち可能とする。
【００３２】図７は第３実施形態の建築用締結金物の展

開図、図８は第３実施形態の建築用締結金物の使用状態
を示す正面図である。この第３実施形態の建築用締結金
物は、図７に符号３で示すように、釘打ち用の多数の下
孔３Ａが形成された接合板３Ｂと、この接合板３Ｂの下
縁部から略直角に屈曲する当接片３Ｃとを有している。
この建築用締結金物３は、図８に示すように、土台Ｂが
直交する部位において柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃとを相互に
締結する金物であって、前述と同様の鋼板またはステン
レス鋼板で構成されている。
【００３３】前記接合板３Ｂは、柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃ
との集合部全面に接合し得る大きさ、すなわち、左辺が
柱Ａの左側縁に沿い、下辺が土台Ｂの下縁に沿う縦３３
０ｍｍ、横２５０ｍｍ程度の長方形の左下部に、直交す
る土台Ｂとの干渉を避けるためのＬ字形の切欠き３Ｅを
設けた形状に形成されている。
【００３４】また、前記接合板３Ｂには、その外面側か
ら柱Ａと土台Ｂに亘って面材（図示省略）を釘打ち可能
とする縦長孔３Ｄが形成されている。縦長孔３Ｄは、孔
幅が２０ｍｍ、孔長が５０ｍｍであって、柱Ａの右側部
に対面して配置されている。なお、多数の下孔３Ａは、
柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃとの集合部全面に釘打ち等が可能
なように、接合板３Ｂ上に分散配置されている。また、
当接片３Ｃは、接合板３Ｂの下縁部からの突出長が３０
ｍｍ程度であって、両端が斜めに切り欠かれている。
【００３５】以上のように構成された第３実施形態の建
築用締結金物３は、前述した第１実施形態の建築用締結
金物１と同様の手順で施工される。そして、この施工状
態において、第３実施形態の建築用締結金物２は、第１
実施形態の建築用締結金物１と同様に、柱Ａと土台Ｂと
筋交Ｃとを靱性のある強度特性をもって強固に、かつ、
効率的に締結する。また、建築用締結金物３の外面側か
ら面材（図示省略）を柱Ａと土台Ｂに亘って容易に釘打
ち等を可能とする。なお、この第３の実施形態の建築用
締結金物３は、胴差が直交する部位において、柱Ａと胴
差と筋交Ｃとを相互に締結することもできる。
【００３６】図９は第４実施形態の建築用締結金物の展
開図、図１０は第４実施形態の建築用締結金物の使用状
態を示す正面図である。この第４実施形態の建築用締結
金物は、図９に符号４で示すように、釘打ち用の多数の
下孔４Ａが形成された接合板４Ｂと、この接合板４Ｂの
下縁部から略直角に屈曲する左右の当接片４Ｃとを有し
ている。この建築用締結金物４は、図１０に示すよう
に、土台Ｂが直交する部位において柱Ａと土台Ｂと左右
の筋交Ｃ，Ｃとを相互に締結する金物であって、前述と
同様の鋼板またはステンレス鋼板で構成されている。
【００３７】前記接合板４Ｂは、柱Ａと土台Ｂと筋交
Ｃ，Ｃとの集合部全面に接合し得る大きさ、すなわち、
下辺が土台Ｂの下縁に沿う縦３３０ｍｍ、横４００ｍｍ
程度の長方形の下部中央に、直交する土台Ｂとの干渉を
避けるための門形の切欠き４Ｅを設けた形状に形成され
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ている。
【００３８】また、前記接合板４Ｂには、その外面側か
ら柱Ａと土台Ｂに亘って面材（図示省略）を釘打ち可能
とする縦長孔４Ｄ，４Ｄが形成されている。縦長孔４
Ｄ，４Ｄは、孔幅が２０ｍｍ、孔長が５０ｍｍであっ
て、柱Ａの左右両側部に対面して配置されている。な
お、多数の下孔４Ａは、柱Ａと土台Ｂと筋交Ｃ，Ｃとの
集合部全面に釘打ち等が可能なように、接合板４Ｂ上に
分散配置されている。また、左右の当接片４Ｃは、接合
板４Ｂの下縁部からの突出長が３０ｍｍ程度であって、
それぞれ両端が斜めに切り欠かれている。
【００３９】以上のように構成された第４実施形態の建
築用締結金物４は、前述した第２実施形態の建築用締結
金物２と同様の手順で施工される。そして、この施工状
態において、第４実施形態の建築用締結金物４は、第２
実施形態の建築用締結金物２と同様に、柱Ａと土台Ｂと
筋交Ｃ，Ｃとを靱性のある強度特性をもって強固に、か
つ、効率的に締結する。また、建築用締結金物４の外面
側から面材（図示省略）を柱Ａと土台Ｂに亘って容易に
釘打ち可能とする。なお、この第４の実施形態の建築用
締結金物４は、胴差が直交する部位において、柱Ａと胴
差と左右の筋交Ｃ，Ｃとを相互に締結することもでき
る。
【００４０】図１１は第５実施形態の建築用締結金物の
展開図、図１２は第５実施形態の建築用締結金物の使用
状態を示す正面図である。この第５実施形態の建築用締
結金物は、図１１に符号５で示すように、釘打ち用の多
数の下孔５Ａが形成された接合板５Ｂと、この接合板５
Ｂの下縁部から略直角に屈曲する当接片５Ｃとを有して
いる。また、接合板５Ｂには、その外面側から柱Ａと土
台Ｂに亘って面材（図示省略）を釘打ち可能とする縦長
孔５Ｄおよび横長孔５Ｅが形成されている。以上の構成
は、前述した第１実施形態の建築用締結金物１と同様で
あるから、詳細な説明は省略する。
【００４１】第５実施形態の建築用締結金物５において
は、図１２に示すように、床下換気構造を得るため、土
台Ｂとコンクリート基礎Ｉとの間に空隙Ｌを形成する複
数のスペーサ突起５Ｆが当接片５Ｃに形成されている。
スペーサ突起５Ｆは、当接片５Ｃの幅方向に３列に、突
出方向に２列に配置して合計６個形成されている。各ス
ペーサ突起５Ｆは、基端部の直径が２５ｍｍ、突出長が
１５ｍｍ程度である。
【００４２】以上のように構成された第５実施形態の建
築用締結金物５は、前述した第１実施形態の建築用締結
金物１と同様の手順で施工される。そして、この施工状
態において、第５実施形態の建築用締結金物５は、第１
実施形態の建築用締結金物１と同様に、柱Ａと土台Ｂと
筋交Ｃとを靱性のある強度特性をもって強固に、かつ、
効率的に締結する。また、建築用締結金物５の外面側か
ら面材（図示省略）を柱Ａと土台Ｂに亘って容易に釘打

ち可能とする。
【００４３】そして、第５実施形態の建築用締結金物５
は、当接片５Ｃに形成された各スペーサ突起５Ｆが土台
Ｂとコンクリート基礎Ｉとの間に１５ｍｍ程度の空隙Ｌ
を形成するため、別途のスペーサを使用することなく、
床下換気構造を構成する。
【００４４】図１３は第６実施形態の建築用締結金物の
展開図、図１４は第６実施形態の建築用締結金物の使用
状態を示す正面図である。この第６実施形態の建築用締
結金物は、図１３に符号６で示すように、釘打ち用の多
数の下孔６Ａが形成された接合板６Ｂと、この接合板６
Ｂの下縁部から略直角に屈曲する当接片６Ｃとを有して
いる。また、接合板６Ｂには、その外面側から柱Ａと土
台Ｂに亘って面材（図示省略）を釘打ち可能とする縦長
孔６Ｄ，６Ｄおよび横長孔６Ｅが形成されている。以上
の構成は、前述した第２実施形態の建築用締結金物２と
同様であるから、詳細な説明は省略する。
【００４５】第６実施形態の建築用締結金物６において
は、図１４に示すように、床下換気構造を得るため、土
台Ｂとコンクリート基礎Ｉとの間に空隙Ｌを形成する複
数のスペーサ突起６Ｆが当接片６Ｃに形成されている。
スペーサ突起６Ｆは、当接片６Ｃの幅方向に４列に、突
出方向に２列に配置して合計８個形成されている。各ス
ペーサ突起６Ｆは、基端部の直径が２５ｍｍ、突出長が
１５ｍｍ程度である。
【００４６】以上のように構成された第６実施形態の建
築用締結金物６は、前述した第２実施形態の建築用締結
金物２と同様の手順で施工される。そして、この施工状
態において、第６実施形態の建築用締結金物６は、第２
実施形態の建築用締結金物２と同様に、柱Ａと土台Ｂと
筋交Ｃ，Ｃとを靱性のある強度特性をもって強固に、か
つ、効率的に締結する。また、建築用締結金物５の外面
側から面材（図示省略）を柱Ａと土台Ｂに亘って容易に
釘打ち可能とする。
【００４７】そして、第６実施形態の建築用締結金物６
は、当接片６Ｃに形成された各スペーサ突起６Ｆが土台
Ｂとコンクリート基礎Ｉとの間に１５ｍｍ程度の空隙Ｌ
を形成するため、別途のスペーサを使用することなく、
床下換気構造を構成する。
【００４８】
【発明の効果】以上説明したように、第１～第３の発明
に係る建築用締結金物によれば、当接片を横架材の上面
または下面に当接させ、接合板を柱と横架材と筋交との
集合部全面に添わせて多数の下孔に釘打ち等をすること
により、接合片は、柱や土台の割裂を招くことなく、柱
と横架材と筋交とを強固に接合する。また、当接片は、
地震や台風などによって発生する柱および筋交の引抜力
を横架材の上面または下面に圧縮荷重として伝達する。
従って、柱と横架材と筋交との３者を靱性のある強度特
性をもって強固に締結することができる。この建築用締
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結金物は、他の締結金物を併用する必要がないため、柱
と横架材と筋交との３者を効率的に締結することができ
る。
【００４９】また、第２の発明に係る建築用締結金物に
よれば、接合板に形成された長孔の位置に釘打ちするこ
とにより、釘を増し打ちすることなく、面材を柱と横架
材に亘って一定間隔で容易に釘打ちすることができる。
【００５０】さらに、第３の発明に係る建築用締結金物
によれば、当接片を土台と基礎との間に設置することに
より、当接片に形成されたスペーサ突起が土台と基礎と
の間に空隙を形成するため、別途のスペーサを使用する
ことなく、床下換気構造が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態の建築用締結金物の展開
図である。
【図２】第１実施形態の建築用締結金物の使用状態を示
す正面図である。
【図３】第２実施形態の建築用締結金物の展開図であ
る。
【図４】第２実施形態の建築用締結金物の使用状態を示
す正面図である。
【図５】第１実施形態の建築用締結金物の他の使用状態
を示す正面図である。
【図６】第２実施形態の建築用締結金物の他の使用状態
を示す正面図である。
【図７】第３実施形態の建築用締結金物の展開図であ
る。
【図８】第３実施形態の建築用締結金物の使用状態を示
す正面図である。
【図９】第４実施形態の建築用締結金物の展開図であ
る。
【図１０】第４実施形態の建築用締結金物の使用状態を
示す正面図である。

【図１１】第５実施形態の建築用締結金物の展開図であ
る。
【図１２】第５実施形態の建築用締結金物の使用状態を
示す正面図である。
【図１３】第６実施形態の建築用締結金物の展開図であ
る。
【図１４】第６実施形態の建築用締結金物の使用状態を
示す正面図である。
【図１５】木造軸組構造の建物の筋交耐力壁に使用され
る従来の筋交プレート、山形プレート、かね折り金物を
示す正面図である。
【図１６】木造軸組構造の建物の筋交耐力壁に使用され
る従来の箱形金物を示す斜視図である。
【図１７】木造軸組構造の建物の床下換気構造に使用さ
れる従来のスペーサの側面図である。
【図１８】木造軸組構造の建物の筋交耐力壁に釘打ちさ
れる面材の正面図である。
【符号の説明】
１，２，３，４，５，６…建築用締結金物
１Ａ，２Ａ，３Ａ，４Ａ，５Ａ，６Ａ…下孔
１Ｂ，２Ｂ，３Ｂ，４Ｂ，５Ｂ，６Ｂ…接合板
１Ｃ，２Ｃ，３Ｃ，４Ｃ，５Ｃ，６Ｃ…当接片
１Ｄ，２Ｄ，３Ｄ，４Ｄ，５Ｄ，６Ｄ…縦長孔
１Ｅ，２Ｅ，５Ｅ，６Ｅ…横長孔
３Ｅ，４Ｅ…切欠き
５Ｆ，６Ｆ…スペーサ突起
Ａ  …柱
Ｂ  …土台
Ｃ  …筋交
Ｄ  …胴差
Ｉ  …コンクリート基礎
Ｋ  …面材
Ｌ  …空隙

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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